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自動車安全研究部における研究の概要と方向性

自動車安全研究部 河合 英直

１． はじめに

政府は第 次交通安全基本計画において 年ま

でに交通事故による年間死者数を 人以下とする目

標を掲げている。 年の交通事故による死傷者数は

前年より 人減少し、警察庁が保有する 年以降の

統計で最少となる死者数 人となった。しかし、その

内容を見ると 年以降、自動車乗車中の死者数よりも

歩行中の死者数の方が多く、政府目標を達成するため

には、いわゆる交通弱者と呼ばれる子供・高齢者・歩行

者・自転車乗員等への安全対策が求められる。このよう

な状況において、従前からの衝突安全技術によって自動

車乗車時の死者数を削減するのみならず、さらに積極的

に交通事故を未然防止し、車外の交通弱者に対する被

害削減を進めることが必要と考えられる。

近年、自動車に対する先進技術、特に自動運転技術

の導入が進み、またその開発速度も速くなってきている。

国際的な基準調和について議論を行う国連欧州経済委

員会 自動車基準調和世界フォーラム

においても、自動運転に関する基準策定が急務となって

いる。今般 において 年ぶりに傘下の専門部会

（ ）再編が検討され、これまで自動操舵と自動ブレー

キに関する基準を検討してきた「ブレーキと走行装置

」と自動運転に関する基本的な考え方や法規化

すべき案件について横断的に検討してきた「自動運転分

科会 」において個々に検討してきた自動運転関

連規則について、より効率的に法規化作業を進めるため

に、それらを統合する形で新たに「自動運転専門部会

」を設立することが 年 月に決定された。現

在、 での具体的な活動内容については継続検討

中ではあるが、傘下に、レベル 以上の自動運転システ

ムの安全性評価体系を検討することを目的として「自動

運 転 認 証

を設立、 は二つの分科会

において具体的検討を進める体制とし、日本はそのうち

の一つ、フィジカル認証試験と監査について検討を進め

る分科会 の議

長国として参加しており、自動運転に関する国際基準策

定に対して重要な役割を担っている。

自動車安全研究部では、衝突安全、予防安全、情報

安全を自動車安全の三本柱と捉え、自動運転技術への

対応と車両安全の確保等を目的として、部内に衝突安

全、予防安全、電気・電子技術・情報、点検整備のグル

ープを構成し、自動車の安全に係る先進技術に対して柔

軟かつ総合的に対応しながら、技術行政の推進に資す

る研究に取り組んでいる。同時に、 での活動はも

ちろん、 の下に組織されている 衝突安全、

灯火器 、 一般安全や多くのインフォーマル

グループに議長、セクレタリ、委員等として積極的に参画

し、国際基準調和活動に貢献している。

２．研究概要

２．１． 衝突安全グループ

衝突安全グループでは、交通事故の多様な実態を踏

まえながら、車両の衝突安全について広く検討してい

る。特に、第 次交通安全基本計画において重点保護

対象とされている、高齢者、年少者、自転車乗員等の交

通弱者を対象とし、衝突安全技術に関する基準化、法規

化に必要なデータを提供することを主眼に、交通事故の

調査解析、実車衝突実験、スレッド実験等によるコンポー

ネント試験、シミュレーション解析等を行うとともに、頭部

傷害に関する生体工学に関する研究についても継続的

に取り組んでいる。自転車乗員保護に関しては、未だ明

らかにされていない点も多い車両と自転車乗員の衝突事

故の解析を行い、対自転車事故に対する効果的な対策
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と先進安全技術のあり方及びそれらの評価手法に関して

検討している。

２．２． 予防安全グループ

予防安全グループでは、交通事故の発生を未然に防

ぐ効果をもつ予防安全技術、特に自動運転技術の評価

法に関する検討を中心に取り組んでいる。

具体的には、運転の主体が運転者とシステム間で遷

移する自動運転技術レベル３システムの保安基準、技術

指針等の策定に資する基礎研究として、当該システムで

課題となる「運転の主体の遷移」や「ドライバが運転する

車両との混合交通への対応」に関する安全要件及び試

験法を研究している。

また、高齢者等の認知障害や発作・急病等に由来する

交通事故の増加が懸念されている中で、杏林大学医学

部とも協力し、高齢者に有効な予防安全システムの設

計、評価に役立つ対策を提案する事を目的に、軽度認

知障害ドライバの運転特性の調査や緊急状況における

ペダル操作状態の解析により、高齢ドライバへの自動運

転技術等を活用した適切な運転支援方法について、検

討を進めている。

さらに、新型自動車用灯火として、夜間における歩行

者の視認性向上を目的とした前照灯の高光度化や可変

配光化などの先進技術が導入されつつある。これらによ

りドライバからの夜間における歩行者の視認性は向上す

るが、その一方、歩行者に与える影響については明らか

になっていない点も多い。本グループでは、高齢ドライバ

や歩行者など交通弱者に配慮した自動車用灯火の性能

評価を実施し、基準化、法規化に必要なデータを提供し

ていくと同時に、新たな灯火の有用性、評価法に関する

研究を進めている。

２．３． 電気・電子技術・情報グループ

自動運転技術の導入を見据え、電子制御装置に係る

安全性・信頼性を確実に確保するため、不具合検出方

法、電磁両立性に関する評価方法等に関する研究を進

めてきた。また、自動運転車において新車時のみならず

使用期間においても継続的に安全性を保つためには、

車両に係る情報安全の確保が必要となるが、これまで無

かった課題に対処するための考え方の構築や基準の必

要性、試験方法等について、国際調和も念頭においた

調査研究を開始した。

燃料電池自動車、電気自動車等に必須の車載バッテ

リについて、劣化に伴う安全性への影響についても留意

するため、環境研究部と共同しながらバッテリ安全性能

に係る現行試験法の高度化と、バッテリの安全性に関す

る新規技術基準の策定を支援することを目的とした研究

を進めている。

２．４． 点検整備グループ

点検整備に関しては、運転支援装置の普及に伴い、多

数の電子制御システムが搭載された自動車に対応した

自動車検査が求められている。

スキャンツールを活用した検査の可能性、

検査方法等について調査、研究を実施しており、将来の

高度に電子制御化された車両にも対応可能な検査方法

を提案していく。

３． 外部連携

自動車安全研究部では、種々の研究課題について、

芝浦工業大学、首都大学東京、東京農工大学、電気通

信大学、杏林大学病院等との共同研究や、 米 、

米 、 独 、 Ü 独 、 米 、 英

等の研究機関等との連携、情報交換を進めている。特

に、 とは、安全研究の幅広いテーマについて密接

な協力関係を構築しており、年に数度、双方の研究者が

お互いを訪問し、具体的な研究テーマに関して意見交

換、詳細議論を行っている。

自動運転に関しては、社会の期待も大きく、またその

技術開発に迅速に対応するため、国際的な基準と標準

策定に対して連携して対応するための全体戦略を検討し

ている自動運転基準化研究所において、我々の研究成

果を活用すると同時に、その議論を主導している。また、

技術的側面のみならず法学的な考え方の理解も必要な

ため、自動運転社会に向けた複合的な課題について解

決・改善策を探る為の学際的な研究組織として設立され

た明治大学自動運転社会総合研究所を中心として法曹

界とも定期的な意見交換と議論を継続して実施してい

る。

４ まとめ

近年の自動車は、高度運転支援システムや複雑な制

御など次々に先進技術が導入されている。これら技術を

搭載した車両の性能を公正、適切に評価することが新し

い技術の導入・普及につながり、更なる事故の削減に貢

献出来ると考える。今後も、自動車の安全に関わる種々

の課題に積極的に取り組んで行く。


